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建 築 士 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 202 号 ） 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 建 築 士 の 免 許 を 次 の と お り 取 り 消 し た 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 25日  

 

高 知 県 知 事 　 濵 田 　 省 司  

 

１ 　 取 消 し 年 月 日  

令 和 ８ 年 ３ 月 25日  

 

２ 　 取 消 し を 受 け た 建 築 士 の 氏 名 、 そ の 者 の 二 級 建 築 士 又 は 木 造

建 築 士 の 別 及 び そ の 者 の 登 録 番 号  

　 　 谷 本 　 邦 治 郎  

　 　 二 級 建 築 士  

　 　 高 知 県 知 事 登 録 第 369 4号  

 

３ 　 取 消 し の 理 由  

　 　 建 築 士 法 第 ８ 条 の ２ 第 １ 号 の 規 定 に よ る 届 出 が あ り 、 こ の こ

と は 、 同 法 第 ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に 該 当 す る 。


